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お世話になります
お世話になっております。
「令和」が幕開けいたしました。

心よりお慶び申し上げるとともに、皆様にとって幸多い時代となりま
すことをお祈り申し上げます。

▼「ｂｙ ｍｙ ｄｅｓｋ」
令和元年５⽉５⽇

すことをお祈り申し上げます。
いつもお引き⽴てを賜り、まことにありがとうございます。

さて、まるで大みそかを迎えるように「平成」という時代を惜しみ、
お正⽉が来たかのような「令和」の幕開けでみんなの期待は高まる
ばかりです。
大型連休、改元カウントダウン、改元に伴うイベントなど⽇本中で
盛り上がっていました。

㈲三枝商事
代表 三枝 信之

盛り上がっていました。

特に新天皇陛下の即位を祝う一般参賀のテレビ中継を視聴し
た時など、このところ薄れかけていたような思いがしていた⽇本人の
一体感というか団結⼒を垣間⾒たような気がしました。

弊社のＧＷ休暇は毎年定休⽇を挟んで３連⽇と決まっており
ましたが、今回は、世間一般１０連休ということもあり、４⽉３０ 代表 三枝 信之ましたが、今回は、世間一般１０連休ということもあり、４⽉３０
⽇〜５⽉３⽇までの４連休とさせていただきました。
「令和」のスタートに当り社員一同、休養十分です。
たくさんのお部屋を決めて新しい時代を迎えたいと思っております！

令和の時代も、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

空室対策の紹介
物件をお持ちの賃貸オーナー様に置かれましては、空室対策が課題かと思われます。

一口に空室対策といっても方法は様々あり、必ずしも費⽤と効果が⾒合っていると限らないのが実情です。
そんな中今回は、10万円以下で出来る空室対策を紹介したいと思います。
気になる項目がございましたら、ぜひご相談いただければと思います。
①Wi-Fi設置
賃貸住宅新聞の「設備ランキング」でも一位を取り続けていますが、インターネット無料は人気があります。
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空室対策の紹介
②排水管洗浄
目に⾒えないところですが、詰まりや異臭防⽌に役⽴つため、重要な内容です。

③消防点検
もし火災が発生し、未設置又は機器の故障が原因で怪我や死亡が発生した場合、管理会社（オーナー
様）が⺠事上の損害賠償責任を問われます。

公共下水道排水管 排水管 排水管 排水管 外枡
縦管

横引き管

様）が⺠事上の損害賠償責任を問われます。

一般社団法人 日本火災報知機工業会のホームページで、
10年を目安に交換を推奨されてます

火災警報器の耐用年数は10年

④室内プレート交換
小さいところですが、室内プレート交換だけで築古感が薄れます。

Before After

⑤防犯カメラ設置
意外かもしれませんが、防犯カメラのニーズはあります。
セキュリティ意識は高まっている傾向にあるため、オートロックはつけられなくても防犯カメラがあれば入居者に対
して安心感を訴求することができます。



賃貸管理コーナー
特定技能導⼊による在留外国⼈の増加！
低⼊居率時代の救世主となりうるか？

賃貸管理部
二宮秀一

低⼊居率時代の救世主となりうるか？
2019年4⽉より、在留資格「特定技能」が導入されました。新しい在留資格で、

深刻な人⼿不⾜と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されました。制
度が始まったばかりで、まだ整備しなければいけない問題は多くありますが、賃貸
住宅のオーナーにとっては、低入居率時代の救世主になりうる存在として、現実
的に考えて頂ければと思います。

14業種とは①建設業、②造船・舶⽤工業、③⾃動⾞整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルク14業種とは①建設業、②造船・舶⽤工業、③⾃動⾞整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルク
リーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲⾷料品製造業、⑪外⾷業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電
気電子情報関連産業になります。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が
⾏うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが⽴ち⾏かなく
なることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。2017年末の外国人労働者数は全国で128万人
でしたが、現在政府主導で、これら特定技能外国人などを含め2025年には＋50万人増計画があります。
2018年末の在留外国人の総人口は約250万人、昨年対⽐増加率は7.5%まで上がってきています。確実
に人口増が予測されるため、賃貸住宅への入居は増えていくと考えられています。、

<節税効果>
・一段下の税率で課税され節税
まだまだ登録を進めている会社は少ない印象です。

に人口増が予測されるため、賃貸住宅への入居は増えていくと考えられています。、
【外国⼈賃貸の実情は？】
では在留外国人の部屋探し事情はどうでしょうか。多くの在留外国人は⺠間の賃貸住宅を求め、住まい探

しを始めますが、そこには大きな壁があります。
法務省が2017年に公表した「外国人住⺠調査報告書」によると、⽇本で住まいを探したことのある外国人

約2000人のうち、約4割にあたる39.3％が「外国人であることを理由に入居を断られた経験がある」と答えて
います。「外国人お断りと書かれた物件資料を⾒たのであきらめた」という回答が26.8％、「⽇本人の保証人
がいないことを理由に入居を断られた」が41.2％でした。これが在留外国人の部屋探し実情のようです。
「⺠泊領域は今後どうですか？」と
「どのようにするのが良いですか？」というご質問を多くいただきます。

そういった形のご質問には、まず最初に
「将来的に貸し方が変化する」そして
「先⾏者メリットを享受できる」ということをお伝えしています。

がいないことを理由に入居を断られた」が41.2％でした。これが在留外国人の部屋探し実情のようです。

【外国⼈賃貸を受け⼊れ⼊居率を上げるためには？】
外国人賃貸を進めるにあたっては、事前に対応策を考えておくことは重要です。

現在、不動管理会社では、積極的に外国人専⽤の保証会社を活⽤しています。⺟国での保証人確保、属

平成 28 年度 法務省委託調査研究事業

現在、不動管理会社では、積極的に外国人専⽤の保証会社を活⽤しています。⺟国での保証人確保、属
性確認を代⾏してくれます。さらに早期解約⾦、原状回復費⽤、更新料、家賃に至るまでの滞納保証プラン
もあります。また外国語のコールセンターも複数できてきました。⾔葉の壁は大きいですが、必要なコミュニケー
ションを代⾏したり、翻訳したりするサービスが整ってきています。翻訳サービスのついたアプリやソフトを活⽤する
場面も多くなってきました。オーナー様が最も気にされているのは、生活習慣やルールを知らなくてトラブルになる
のではと感じている点ではないでしょうか？正直、これは文化の違いからくるものですから、入居時に最低限の
ルールブックなどによる説明と理解が必要です。⽇本人も海外に⾏けば全く違う文化から⼾惑うことと同じです。
相⼿を理解する事が重要です。

空室募集、空室空室募集、空室対策対策、設備交換、工事、売却・購⼊のご相談・お問い合わせ、設備交換、工事、売却・購⼊のご相談・お問い合わせ
℡℡ 045-931-1729 担当：二宮秀一

相⼿を理解する事が重要です。
⽇本では久しぶりに経験する、人口増（急増する在留外国人）ですので、空室が増える賃貸業界にとって

は、絶好の機会ととらえ、準備と心構えをもって推進していきましょう。



業界ニュース
⺠法⼤改正・2020年4月施⾏

賃貸借契約にかかわる4つのポイント

㈱船井総合研究所
賃貸支援部

上席コンサルタント
松井 哲也

賃貸借契約にかかわる4つのポイント
現在の⺠法は、1896年（明治29年）に制定されたものですが、債権

関係の規定について、およそ120年ぶりの大改正となる⺠法改正法が公
布され、約200項目の⾒直しがありますが、いよいよ施工（2020年4
⽉）まで1年をきりました。今回はその準備として、賃貸借契約にかかわる
4つのポイントを整理したいと思います。

⺠法改正による賃貸借契約への影響として考えられるポイントは以下の4つです。

①敷⾦および原状回復のルール
賃貸借の終了時に家主は敷⾦から未払い賃料などを差し引いた額を返⾦しなければならないと明記されま

す。借主は原状回復の義務を負うが、通常の生活で生じた傷や経年劣化については修繕費を負担する義
務はないとしています。例えば、冷蔵庫裏面のクロスがやけるなどの普通に使っていて汚れるようないわゆる通
常損耗については、経年劣化で貸主負担です。しかし、冷蔵庫下の水漏れ放置による床の損傷等は借主常損耗については、経年劣化で貸主負担です。しかし、冷蔵庫下の水漏れ放置による床の損傷等は借主
負担です。

②連帯保証⼈の保護に関するルール
「連帯保証人が個人である場合に「極度額」を書面で合意しないと連帯保証契約は無効になる」ということ

になっています。現在の賃貸借契約では、ほとんどの契約が極度額を決めていませんので、連帯保証契約は
無効になってしまう恐れがあります。⺠法改正の時期はまだ確定していませんが、今後は賃貸借契約に連帯
保証人の極度額を記載する形が増えていくのは間違いありません。ただ、極度額を明示すると、連帯保証人保証人の極度額を記載する形が増えていくのは間違いありません。ただ、極度額を明示すると、連帯保証人
を嫌がる方も増えることが予想され、保証会社の利⽤が増える可能性があります。

③建物の修繕に関するルール
賃借している物件の修繕について、今までの⺠法では賃貸人に修繕義務があることが明示されているだけで

した。改正後の⺠法では、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知った
にもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときや急迫の事情があるときには、修繕をする
権利があることが明文化されました。これは借主に有利な変更ですので、逆に貸主側が注意したい変更です。権利があることが明文化されました。これは借主に有利な変更ですので、逆に貸主側が注意したい変更です。

例えば、「地震でエレベーターが壊れてしまい、
1週間使えない。しかし、お部屋は15階に
あるため、とても階段では上り下りができな

④賃借物の一部滅失、その他の使用収益の不能による賃料の減額に関するルール
現⾏では、お部屋が一部使えない場合に賃料減額請求ができるという定めでしたが、改正⺠法では、「当

然減額される」という内容に変更になります。

あるため、とても階段では上り下りができな
い」となると、その分の賃料を減額することが
当然に認めることになります。また、先ほどの
エレベーターの事例のように滅失とまではい
かなくとも、お部屋が使えない（使⽤収益
ができない）事例も、減額の対象になりま
す。
猛暑でエアコンが壊れたが、エアコン修理業猛暑でエアコンが壊れたが、エアコン修理業
者の⼿配が混んでいて、修繕するまでに時
間がかかった場合なども対象になるといわれ
ており、影響は大きくなることが予想されま
す。



相続相談コーナー

Ｑ．アパートを相続したばかりです。
全国的に⼤手のメーカーでサブリースしているのですが、全国的に⼤手のメーカーでサブリースしているのですが、
どんなポイントに気を付ければよいでしょうか？

Ａ．まずは契約内容や過去の書類をしっかりと確認しましょう。

契約内容を把握し今後の経営に備えていくことが重要です

ポイント① まず、契約当時の書類、その後の更新した書類などを確認する。

契約内容を把握し今後の経営に備えていくことが重要です

はじめに大事になるのが、引き継いだ契

昨今、サブリースに対してのマイナスな報道が多くありますが、不必要に怖がらず、まずは
現状の経営をきちんと把握することから始めましょう。

　　　　　　　　 平成　 年 月 日

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お借り上げ頂いております上記賃貸借物軸こつき、賃貸借期間の満了日が近づいて参りました。

今後この契約を更新なされるか、満了に伴い解約なさるかを御検討頂かなければなりません。更新の場合は、

条及び第 条の条項により、下記の条件にて賃貸借契約を更新いたします。

尚、解約の場合は、契約書記載の解約予告条項を減認し、必ず御連絡頂くようお願い申し上げます。

更新の場合の条件

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

更新をされる方へ（ご記入下さい）
までにお支払い下さい）

・持　参 ・振　込

　平成 年 月 日 　平成 年 月 日 

銀行 支店　　(普通)口座番号

※お振り込みの場合は、振込手数料を差引きお振り込みください。

◎契約を更新される場合、右の賃貸借契約更新覚書及び同封の保障入会申込書へ、署名捺印の上、同封

の封筒で当社まで御返送下さい。

【備考】

上ご郵送下さい。郵便消印が退去予告日となりますので、はがき投函日に気を付けてください。

合　計　金　額 円

契約を解約される場合は、賃貸借契約書裏表紙の賃貸借契約解約通知書を賃貸借契約解約条項を確認の

更新事務手数料 円

火災保険(入居者相互会) 円

口座名義

　　　　　

持参日

更新時に必要となる費用
差額賃料日割分 円

新 賃 料

契約書第

総 額

旧 賃 科

賃貸借期間満了のお知らせ

賃貸借期間満了日

物　件　名　称
平成

家 賃 共 益 費 駐 車 料 金 消 費 税

持参日

（振込をされる方は更新時に必要となる下記費用を下記口座にお振込下さい。）

更新料及び火災保険料の支払い方法( 

【目的物件の表示】

造 階建 総戸数 戸

台

平成 年 月 日

【管理業務の委託】

第１条 甲は「目的物件」に関する管理業務を乙に委託し、乙はこれを受託した。

【契約期間】

第２条 本契約は平成＊＊年＊＊月＊＊日より平成＊＊年＊＊月＊＊日迄の２ヶ年とする。

【更　新】

第３条

【管理報酬】

第４条

【委託業務の内容】

第５条 本契約に基づく委託業務の内容は後記の基本総合管理の表に記載した項目とする。

本契約の期間満了の３ヶ月前までに、甲および乙が、本契約の終了または変更につき、何等申
し出がないときは、期間満了日の翌日より起算して、さらに同一期間、同一条件により、本契約
は更新されるものとし、以後もこの通りとする。（但し、２ヶ年経過後は、甲乙協議の上管理料の
見直しを計ることができる。）

名　　　称

所    在    地

構 造 ・ 規 模

タ    イ    プ

駐    車    場

完 成 年 月

所 有 者(貸主)

管    理    者

頭書の所有者を甲、頭書の管理者を乙として、甲と乙の間で頭書の賃貸用不動産（以下[目的物件]という）
に関する管理業務につき、次の通り契約を締結する

甲は本契約の管理委託の対価として管理料を乙に支払うものとする。その金額は賃料・共益費・付帯
施設使用料等の集金金額の○％（消費税等別途）とし、月額最低料金は○○○○○円とする。支払
い日は毎月○○日とし（金融機関休業日に当たる場合は、直前の営業日とする）、支払い方法は甲へ
の集金賃料等送金時に相殺するものとする。

印
紙はじめに大事になるのが、引き継いだ契

約がどんな内容だったかをきちんと把握し
ておくことです。そのうえで契約当時の書
類や、その後の契約変更などの書類を
確認できる状態にしておくことをお勧めし
ます。
ポイント② 今後の経営がどうなるか、整理する。

上ご郵送下さい。郵便消印が退去予告日となりますので、はがき投函日に気を付けてください。 第５条 本契約に基づく委託業務の内容は後記の基本総合管理の表に記載した項目とする。

今後の経営で最も大事なことは、収入がどれだけ残るかを推測し、対策を打っていくことで
す。そうはいっても先のことはなかなかわかりませんから、どんな契約内容かで判断すること
が大事です。主に⾒ておきたいのは以下の3つです。
①賃料減額がどのタイミングで起こるか（起こりそうか）
②空室時の賃料の免責

ます。

ポイント③ 専門家に相談する

②空室時の賃料の免責
③修繕契約内容（対象の工事とそうでない工事内容、費用の目安など）
将来に渡って安心できる・収入が確保できる内容かどうかを判断しましょう。

そうはいっても、「ご⾃身の経営を今後どうしていけばいいか」、「今の収

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家

そうはいっても、「ご⾃身の経営を今後どうしていけばいいか」、「今の収
入で大丈夫なのか」、「契約内容が細かくてそうはいってもどこがポイント
になるかいまいちわかりづらい」など気になるところあると思います。気に
なる⽅は無料でご対応しますので気軽にお問い合わせください。

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家
（税理⼠・弁護⼠・鑑定⼠等）と連携してサポートしています。
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓⼝

℡ 045-931-1729 担当：二宮秀一



不動産ソリューションコーナー
「相続に備えてご所有物件の⾒直しをしましょう！」

子供のために少しでも資産を残してあげたい！そんな子供のために少しでも資産を残してあげたい！そんな
オーナー様の気持ちが伝わっていないケースも多いのでは
ないでしょうか？二代目オーナーは「いらない、煩わしい、
よくわからない」後ろ向きにとらえているケースもあります。
次の代に上⼿に承継するために、「上⼿な資産引継ぎの
ポイント」をお伝えします。

2代目オーナーの声

▶借入⾦の返済が返しきれるのか心配・・・
▶空室が増えてきて、将来もうまく経営できるのか、対策もわからない▶空室が増えてきて、将来もうまく経営できるのか、対策もわからない
▶引き継いでから、突然の修繕工事で費⽤が必要になって困った
▶建物が古くなっていく中で、賃貸経営の将来が⾒えない
▶入居者の問い合わせやクレームなど、⾃分⾃身が仕事をしている

ので対応ができない

資産を円満に引き継ぐための具体策・⾒直しをしましょう！

募集 賃料が適正か、新築時と相場が変わっていないか？
空室期間が以前と⽐べて⻑くなっていないか？

建物

設備

空室期間が以前と⽐べて⻑くなっていないか？

大規模修繕計画はできているか？そのための費⽤は⽤意できているか？
⽇ごろのメンテナンスで出費を抑えることも可能。

入居者のライフスタイルに合ったリフォームになっているか？
建築時から1度も変えていない設備は一通りチェックしましょう。

管理

保険

2代目との面識・信頼関係があるか？橋渡しができているか？
引き継いでいくためのサポート体制をつくりましょう。

建築当時の契約内容よりも保険商品が“進化”しているケースもあります。
契約内容やほかの保険をチェック！

ご所有不動産の把握、改善ポイントのほかに、建物の⽼朽化が進んでいる場合、建て替
えや売却、賃貸経営が煩わしい場合は売却や管理会社のサポート体制を強化するなど
の対策を⾏う必要があります。次世代に引き継ぐ前に、上⼿な対策のサポートでお困りの
場合はぜひ弊社までお問い合わせください。



店舗紹介

私たちは不動産を通じて私たちは不動産を通じて
地域地域ののみなさまの豊かな生活を応援する会社です。みなさまの豊かな生活を応援する会社です。地域地域ののみなさまの豊かな生活を応援する会社です。みなさまの豊かな生活を応援する会社です。

賃貸管理スタッフのご紹介
いつもお世話に
なっております！

物件アピールポイント！物件アピールポイント！ 物件アピールポイント！物件アピールポイント！三枝 治恵 二宮 秀一 窪田 真由美 田谷 まみ子玉手 良一
Tamate Yosikazu

小林 優子 酒井 慎介

営業時間 定休日朝９時００分〜午後６時００分 水・第2.3火曜日

-1-

物件アピールポイント！物件アピールポイント！ 物件アピールポイント！物件アピールポイント！
Saegusa Harue Ninomiya Hidekazu Kubota Mayumi Taya MamikoTamate Yosikazu Kobayashi Yuko Sakai Shinsuke

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●
□空室について
□リフォームについて

□売却について
□土地活用について

お問い合わせ先：「ふれあい通信」事務局 担当：二宮秀一

□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について
□購⼊について

□土地活用について
□相続対策について
□保険について
□その他

お気軽にご相談ください！

発⾏：㈲三枝商事

お問い合わせ先：「ふれあい通信」事務局 担当：二宮秀一
TEL:045-931-1729 FAX:045-932-5529

㈲三枝商事


